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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令及び原子力
損害賠償補償契約に関する法律施行令の一部を改正する政令案の概要  
 

平成１９年１０月２５日  
原子力安全・保安院  

 
 先の通常国会で、資エ庁の特廃法とともに、原子炉等規制法を改正し、高レ
ベル放射性廃棄物等の最終処分に係る安全規制や廃棄物埋設の事業への防護
措置を追加したところ。同改正は、平成２０年４月１日施行される。  
 その施行に必要な諸規定を整備するため、核原料物質、核燃料物質及び原子
炉の規制に関する法律施行令（以下「施行令」という。）等の一部改正を行う。 
 
＜政令案の概要＞  
（１）廃棄物埋設の事業区分に係る基準【施行令第３１条関係】  
改正後の法第５１条の２第１項に基づき、人の健康に重大な影響を及ぼすお
それという観点から、第一種廃棄物埋設（深地層処分）と第二種廃棄物埋設（余
裕深度処分、浅地中処分）を区分する放射性物質及びその放射能濃度の基準を
定める。具体的には、原子力安全委員会が定めた余裕深度処分に係る放射性物
質の種類及び濃度上限値を規定する。  

 
放射性物質の種類 放射能濃度 

炭素１４  １０ペタベクレル毎トン 
塩素３６  １０テラベクレル毎トン 
テクネチウム９９  １００テラベクレル毎トン 
よう素１２９ １テラベクレル毎トン 
アルファ線を放出する放射性物質 １００ギガベクレル毎トン 

  
（２）特定廃棄物埋設施設【施行令第３４条、第３５条関係】  
改正後の法第５１条の７第１項に基づき、第一種廃棄物埋設の事業に係る廃
棄物埋設施設のうち、設計及び工事の方法の認可が必要となる特定廃棄物埋設
施設を定める。具体的には、廃棄物埋設地、坑道以外の施設を規定する。また、
改正後の法第５１条の１０第１項に基づき、特定廃棄物埋設施設のうち施設定
期検査の対象となるものを定める。  
 
（３）廃棄物埋設の事業に係る防護措置【施行令第３６条、第２条関係】  
改正後の法第５１条の１６第４項に基づき、廃棄物埋設施設において防護対
象特定核燃料物質（例．１５グラム以上のプルトニウム）を取り扱う場合を、
防護措置が必要な場合として定める。その際、特定核燃料物質が浅地中処分対
象の低レベル放射性廃棄物に含まれる場合は、対象から除外する。また、坑道
の埋戻しをした（深地層処分、余裕深度処分に係る）廃棄物埋設施設は、対象
から除外する。  
加えて、これまで対象外としていたガラス固化体に含まれる特定核燃料物質
を防護措置の対象とする。  
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（４）国家公安委員会等との関係【施行令第６３条関係】  
改正後の法第７２条に基づき、核物質防護に関する国家公安委員会等の意見
聴取規定に、廃棄物埋設事業者、廃棄物埋設施設を追加する。  
 
（５）手数料【施行令第６６条関係】  
改正後の法第７５条第１項の規定に基づき、第一種廃棄物埋設の事業の許可、
閉鎖措置計画の認可等の手続きに係る手数料を定める。  
 
（６）施行期日【附則関係】  
施行期日は、法改正の施行の日（平成２０年４月１日）とする。ただし、施
行令第２条の改正規定（ガラス固化体の追加）の施行期日は、平成２０年７月
１日とする。  
 
（７）その他  
原子炉等規制法の改正に伴って原子力損害賠償補償契約に関する法律施行
令（昭和３７年政令第４５号）において生じる項ずれを修正する等、所要の改
正を行う。  
 
 




